四万十町地域応援商品券事業に係る特定事業者募集要項


１　事業の目的及び趣旨
国の「物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、町内の消費喚起による地域経済の活性化及び町民の生活支援を目的として、町内で使用できる商品券（町民一人当たり20,000円分）を発行し配布します。
本要項は、商品券を使用して商品やサービス等を購入できる店舗等（以下「特定事業者」といいます。）の募集及び商品券を使用した取引（以下「特定取引」といいます。）に関して定めるものです。

２　事業の概要
（１）商品券の名称　四万十町家計応援商品券
（２）発行者　四万十町
（３）発行額　総額291,200,000円分（20,000円×14,560人）
（４）発行対象者　令和８年２月１日時点で四万十町に住民登録のある者
（５）券面額等　1,000円の券20枚で１冊
（６）利用方法　あらかじめ本商品券の取扱店として登録された店舗等が取扱う商品の購入・サービス提供の対価として利用
（７）利用期間　令和８年5月1日（金）～令和８年10月31日（土）


３　商品券の有効期間
　令和８年５月１日（金）～令和８年10月31日（土）
　有効期間を過ぎた商品券は無効となり、利用できません。

４　商品券の利用範囲
次に示す内容については、商品券の利用はできません。
（１）不動産及び金融商品
（２）商品券、プリペイドカードその他の換金性の高いもの
（３）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第５項に規定されるもの
（４）国税、地方税、使用料その他の公租公課
（５）その他、町長が適当でないと認めたもの
注意事項
商品券の額面の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行わないこと（つり銭は支払わないこと。）
商品券の盗難、紛失又は滅失等に対し、町はその責任を負いません。

５　特定事業者の参加資格
（１）資格要件
四万十町内に店舗や事業所等を有する事業者
本実施要項を遵守する事業者
（２）対象外事業者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第５項に規定する営業を行う事業者
特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
役員等が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２項に規定する暴力団をいう。）、暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業者

６　取扱店の登録
（１）受付期間
第１次募集　令和８年２月２日（月）～令和８年２月27日（金）
＊この期間に申し込み、登録された事業者は、商品券の対象者に送付するチラシに掲載します。
第２次募集　継続的に募集し、随時登録します。
＊チラシに掲載されない場合があります。
（２）受付時間
土日祝日を除く午前８時30分～午後５時15分
（３）申込方法
四万十町にぎわい創出課家計応援商品券担当又は大正地域振興局、十和地域振興局及び興津出張所に「特定事業者登録申込書」を郵送又は持参により提出してください。
＊町内に複数の店舗がある場合、店舗ごとに申込書の提出が必要です。
（４）特定事業者の登録
登録された特定事業者に対しては、「店頭表示物」を配布します。
（５）登録料
登録に際しての費用負担はありません。

７　商品券の換金
商品券の換金方法等については、登録を受けた特定事業者に対して、別途お知らせします。

８　特定事業者の遵守事項
（１）町から登録を受けた特定事業者であることを明確にするため、町が配布する店頭表示物を分かりやすい場所に必ず掲示してください。
（２）商品券の不正使用（偽造等）が疑われる場合は、受取を拒否するとともに、速やかに役場にぎわい創出課に連絡してください。
（３）特定取引において商品券の受け取りを拒まないでください。
（４）使用済の商品券を他の特定事業所で使用しないでください。
（５）商品券の交換、譲渡及び売買は行わないでください。
（６）商品券の利用を見込んで、通常よりも高い価格を設定しないでください。
（７）その他、本事業の趣旨に反する行為は行わないでください。

９　特定事業者の登録の取消し等
本要項に反する行為を行った場合は、特定事業者の登録を取消し、その旨を公表するものとします。また違反行為により町が損害を受けた際は、当該損害の賠償を請求する場合があります。

１０　個人情報の取扱い
（１）特定事業者の登録に係る個人情報等については、町が管理し、本事業及び本事業の効果測定に係る事務処理のため使用します。
（２）本事業を委託する場合にあたっては、受託事業者は提供された個人情報を本事業及び本事業の効果測定に係る事務処理以外の用途に使用しません。

１１　問合せ先
特定事業者の登録及び本事業の全般に関する問合せは、四万十町にぎわい創出課で受け付けます。
